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１【提出理由】

　当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたし

ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第

19号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1)当該事象の発生年月日

　平成26年６月27日

 

(2)当該事象の内容

　当社が加入する複数事業主制度の「兵庫ゴム工業厚生年金基金」は、平成26年６月18日開催の代議員会により、

「特例解散申請」の決議を行い、平成26年６月27日に厚生労働省に対して「特例解散認可」を申請しました。その

後、同基金から「特例解散認可」申請における当社負担額の通知を受けましたので、平成26年12月期第２四半期に

おいて、特別損失を計上することといたしました。

　なお、平成26年７月30日に厚生労働省による「特例解散認可」を受けております。

 

(3)当該事象の損益および連結損益に与える影響額

　当該事象により、平成26年12月期第２四半期の個別決算および連結決算において、「厚生年金基金解散損失」

467,580千円を特別損失に計上することといたしました。

　なお、実際の費用については、清算結了時点での基金の財政状態や利回りの変動等により増減することが予想さ

れます。

 

以　上
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